




商品概要説明書            養養養養育資金育資金育資金育資金定期積金定期積金定期積金定期積金『『『『にじにじにじにじ』』』』 

１．商 品 名 

（愛称） 

・養育資金定期積金 

（愛称：にじ） 

２．販売対象 ・個人 受入時に満１８歳未満のお子様のおられるご家族の方で、新規のご契約をいた

だける方（保険証・住民票等により確認させていただきます） 

３．募集期間 ・平成２４年２月１日（水）～平成２４年４月２７日（金） 

４．契約期間 ・２年・３年・４年・５年の４種類 

５．受入方法 

（１） 受入方法 

（２） 受入金額 

（３） 受入単位 

 

・契約期間内で掛金を分割受入 

・１回当たり１０，０００円以上 

・１，０００円単位 

６．支払方法 ・満期日以後に一括して支払います 

７．給付補填金 

（１）適用利回り 

（２）支払頻度 

（３）計算方法 

（４）税  金 

（５）金利情報の入

手方法 

 

・当初契約時の店頭表示の利回りを満期日まで適用します 

・満期日以後に一括して支払います 

・計算単位を１円として契約期間における掛金残高積数に利回りを乗じて計算 

・２０％（国税１５％、地方税５％）の分離課税 

・金利（年利回り）は店頭の金利表示ボードに表示しています。または、窓口で 

 お問合せください 

８．手 数 料 － 

９．付加できる特約

事項 

・普通貯金等からの自動振替による受入ができます 

１０．中途解約時の

取扱い 

・満期日前に解約する場合は、解約日における普通貯金利率により計算した利息ととも

に払い戻します 

１１．貯金（預金） 

 保険制度 

（公的制度）    

・保護対象 

当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等（全額保護される貯金保険法第５１

条の２に規定する決済用貯金（当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要

求払い、決済サービスを提供できること」という３条件を満たすもの）を除く）と合

わせ、元本１，０００万円とその利息が貯金保険により保護されます    

１２．苦情処理措置

および紛争解

決措置の内容 

苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきましては、

当組合本支店または事業管理部事務管理課(電話：０７２－９２４－６

６３３)にお申し出ください。当組合では規則の制定など苦情等に対処

する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図りま

す。 

また、大阪府農業協同組合中央会が設置・運営する大阪府ＪＡバンク相

談所（電話：０６－６２０４－３６６９）でも、苦情等を受け付けてお

ります。 

紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用

できます。上記当組合事業管理部または大阪府ＪＡバンク相談所にお申

し出ください。 

       東京弁護士会（電話：０３－３５８１－００３１） 

       そのほか、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、横浜弁護士会、 

       山梨県弁護士会、新潟県弁護士会、愛知県弁護士会、京都弁護士会、 

       兵庫県弁護士会、広島弁護士会、愛媛弁護士会、福岡県弁護士会（詳し

くは上記当組合事業管理部にお問い合わせください。） 

       仙台弁護士会、山形県弁護士会、埼玉弁護士会、富山県弁護士会、 

       静岡県弁護士会、公益社団法人 総合紛争解決センター（大阪府）、 

       岡山弁護士会、鹿児島県弁護士会（ＪＡバンク相談所を通じてのご利用

となります。上記大阪府ＪＡバンク相談所にお申し出ください。） 

１３．その他参考と

なる事項 

・払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間を繰り延べます。または

当初契約時の店頭表示の利回り（年３６５日の日割計算）の割合による遅延損害金を

いただきます 

・満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します 

（平成 24 年 1月 31 日現在適用中） 

大阪中河内農業協同組合 


